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平成２９年第３回竹原市議会定例会会議録 

 

平成２９年第３回竹原市議会定例会日程 

 

  日  程   議案番号     件          名 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 報告第 ７号 平成２８年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比

率について 

 日程第 ４ 議案第４１号 竹原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同

意を求めることについて 

 日程第 ５ 議案第４２号 呉市と竹原市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締

結に関する協議について 

 日程第 ６ 議案第４３号 市道路線の認定について 

 日程第 ７ 議案第４４号 竹原市立学校設置条例の一部を改正する条例案 

 日程第 ８ 議案第４５号 竹原市営土地改良事業経費賦課金徴収条例の一部を改正す

る条例案 

 日程第 ９ 議案第４８号 平成２９年度竹原市一般会計補正予算（第２号） 

 日程第１０ 議案第４９号 平成２９年度竹原市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

 日程第１１ 議案第５０号 平成２９年度竹原市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１２ 議案第４６号 平成２８年度竹原市歳入歳出決算認定について 

 日程第１３ 議案第４７号 平成２８年度竹原市水道事業決算認定について 

 日程第１４ 一般質問 

 日程第１５ 議案第５１号 平成２９年度竹原市一般会計補正予算（第３号） 

 日程第１６ 発議第２９－２号 地方財政の充実強化を求める意見書（案） 

 日程第１７ 発議第２９－３号 義務教育費国庫負担制度２分の１の復元と，義務教育

諸学校３５人学級の完全実施を求める意見書（案） 

 日程第１８ 議員派遣について 

 日程第１９ 閉会中継続審査（調査）について（２常任委員会） 
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平成２９年第３回竹原市議会定例会議事日程 第１号 

平成２９年９月５日（火） 午前１０時開会 

 会議に付した事件 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 報告第 ７号 平成２８年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比

率について 

 日程第 ４ 議案第４１号 竹原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同

意を求めることについて 

 日程第 ５ 議案第４２号 呉市と竹原市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締

結に関する協議について 

 日程第 ６ 議案第４３号 市道路線の認定について 

 日程第 ７ 議案第４４号 竹原市立学校設置条例の一部を改正する条例案 

 日程第 ８ 議案第４５号 竹原市営土地改良事業経費賦課金徴収条例の一部を改正す

る条例案 

 日程第 ９ 議案第４８号 平成２９年度竹原市一般会計補正予算（第２号） 

 日程第１０ 議案第４９号 平成２９年度竹原市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号） 

 日程第１１ 議案第５０号 平成２９年度竹原市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１２ 議案第４６号 平成２８年度竹原市歳入歳出決算認定について 

 日程第１３ 議案第４７号 平成２８年度竹原市水道事業決算認定について 
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平成２９年９月５日開会 

  （平成２９年９月５日） 

        

議席順 氏     名 出  欠 

１ 今  田  佳  男 出 席 

２ 竹  橋  和  彦 出 席 

３ 山  元  経  穂 出 席 

４ 高  重  洋  介 出 席 

５ 堀  越  賢  二 出 席 

６ 川  本     円 出 席 

７ 井  上  美 津 子 出 席 

８ 大  川  弘  雄 出 席 

９ 道  法  知  江 出 席 

１０ 宮  原  忠  行 出 席 

１１ 北  元     豊 出 席 

１２ 宇  野  武  則 出 席 

１３ 松  本     進 出 席 

１４ 脇  本  茂  紀 出 席 

 

  職務のため議場に出席した者は，下記のとおりである 

    議会事務局長                   住 田 昭 徳 

    議会事務局係長     矢 口 尚 士 
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説明のため議場に出席した者は，下記のとおりである 

 

職      名 氏    名 出 欠 

市         長 吉 田   基 出 席 

副    市    長 細 羽 則 生 出 席 

教    育    長 竹 下 昌 憲 出 席 

総 務 部 長 平 田 康 宏 出 席 

企 画 振 興 部 長 桶 本 哲 也 出 席 

市 民 生 活 部 長 宮 地 憲 二 出 席 

福 祉 部 長 久 重 雅 昭 出 席 

建 設 部 長 有 本 圭 司 出 席 

教育委員会教育次長 中 川 隆 二 出 席 

公 営 企 業 部 長 平 田 康 宏 出 席 
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              午前９時５５分 開会 

議長（道法知江君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので，これより平成

２９年第３回竹原市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は，あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 この際，諸般の報告をいたします。 

 まず，監査委員より平成２９年５月から平成２９年７月分までの例月出納検査結果の報

告がありましたので，その写しをお手元に配付しておきましたから，御了承願います。 

 次に，議長において受理いたしております陳情書等につきましては，陳情書等受理状況

一覧表としてお手元に配付しておきましたので，御了承願います。 

 次に，議案の説明員として市長，教育長並びに市長から説明の委任，または嘱託を受け

た者の出席を地方自治法第１２１条の規定により求めておりますので，報告いたします。 

 以上で議長からの報告を終わります。 

 日程に入るに先立ち，吉田市長から挨拶があります。これを許します。 

 市長。 

市長（吉田 基君） 本日平成２９年第３回竹原市議会定例会が開かれるに当たりまし

て，一言御挨拶を申し上げるとともに，市政運営についてのその一端を述べ，議員各位並

びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 さて，現在我が国を取り巻く環境といたしましては，９月３日に報道がありましたとお

り，北朝鮮が国際社会からたび重なる要請を無視し，６回目の核実験を強行したことにつ

いては強い憤りを感じているところであります。これに抗議し，その旨を抗議文として発

出したところであります。このような中，以前からの報道にもありますとおり，北朝鮮に

よるグアム島周辺への弾道ミサイル発射計画の発表により，広島県をはじめ中国四国地方

において，その上空をミサイルが通過する可能性があることから，本市におきましても，

８月１８日に国主導のもと全国瞬時警報システム，通称Ｊ－ＡＬＥＲＴによる緊急情報の

伝達訓練を実施いたしました。他団体におきましては，トラブルも散見されましたが，本

市においては，各種機器は正常に作動したところでございます。 

 こうした有事のほか，台風や地震などの自然災害時においても，これらの機器を有効に

活用するとともに，地域における情報連絡体制の整備や防災訓練の実施などによる防災，
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減災に向けた知識，意識の定着，向上にも引き続き取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 次に，国内情勢につきましては，引き続き緩やかな回復基調が続くものとされており，

新興国における経済政策など国際情勢に不確実性があるものの，これまでの傾向が続いて

いくものと考えております。こうした中で，本市におきましては，昨年度の決算において

市税収入に若干の改善が見られますが，高齢化の進展などにより社会保障関連経費の増加

が続くなど，依然として厳しい財政運営が続く状況となっております。 

 一方で，喫緊の課題である庁舎等の老朽施設対策につきましては，その第一歩として，

８月１日にたけはら合同ビルへの市庁舎移転に向けた基本合意事項を記した覚書を，区分

所有者である竹原商工会議所と交わしたところでございます。今後におきましては，これ

に基づき，竹原商工会議所に加えて広島県とも具体的な協議を進め，庁舎機能の早期移転

に向けた取組を加速してまいりたいと考えております。 

 また，本定例会の議案といたしましては，補正予算案において市庁舎移転の取組に伴い

必要となる市立竹原書院図書館の仮移転に向けた経費を盛り込んでおり，これにより利用

者の利便性の向上を図るとともに，市庁舎移転を含めた公共施設ゾーンの整備にも順次着

手していくこととしております。 

 このほか，呉市を中心に県中央地域の市町とともに圏域の発展を目的として，連携中枢

都市圏形成に係る連携協約を締結しようとするとともに，これまで整備を進めてまいりま

した義務教育学校，竹原市立吉名学園の開校を平成３０年４月に控えて，必要な条件整備

を行うこととしているものであります。 

 平成２８年度決算においても厳しい財政状況となっておりますが，財源確保や経費節減

に引き続き取り組み，持続可能な行財政運営を堅持しつつ，市民の皆様の利便性の向上と

安心・安全を確保し，一人でも多くの方が住みよさを実感することができるよう，庁舎問

題をはじめ様々な課題解決に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 本定例会に提案いたしております各種議案の詳細につきましては，この後，各担当から

御説明申し上げますが，議員各位におかれましては，何卒，慎重に御審議いただいた上，

適切な御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 

議長（道法知江君） これより日程に入ります。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１ 
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議長（道法知江君） 日程第１，会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は，会議規則第８８条の規定により，議長において１０番宮原忠行議

員，６番川本円議員を指名いたします。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第２ 

議長（道法知江君） 日程第２，会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は，本日から９月２９日までの２５日間といたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，会期は本日から９月２９日までの

２５日間と決定いたしました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第３ 

議長（道法知江君） 日程第３，報告第７号平成２８年度決算に基づく健全化判断比率及

び資金不足比率についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務部長。 

総務部長（平田康宏君） ただいま議題となりました報告につきまして御説明申し上げま

す。 

 議案書及び議案説明書の１ページをお開きください。 

 本件は，地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の

規定により，本市の健全化判断比率及び資金不足比率について，監査委員の意見をつけて

議会へ報告するものであります。 

 まず，健全化判断比率のうち，実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては，実

質収支が黒字であり，比率なしとなっております。実質公債費比率につきましては８．

１％となっており，将来負担比率につきましては６０．７％となっております。 

 次に，資金不足比率につきましては，水道事業及び公共下水道事業ともに資金不足額が

ないため，比率なしとなっております。 

 なお，これらの比率が早期健全化基準を上回る場合，財政健全化計画の策定や外部監査



- 8 - 

等が必要となりますが，本市の比率につきましては，いずれもこれを下回っております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（道法知江君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって質疑を終結いたします。 

 以上で報告を終わります。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第４ 

議長（道法知江君） 日程第４，議案第４１号竹原市固定資産評価審査委員会委員の選任

につき議会の同意を求めることについてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務部長。 

総務部長（平田康宏君） ただいま議題となりました議案につきまして御説明申し上げま

す。 

 議案書の３ページ，議案説明書の２ページをお開きください。 

 本案は，竹原市固定資産評価審査委員会委員のうち住田 夫委員が平成２９年９月２９

日をもって任期満了となりますので，その後任委員として同氏を引き続き選任いたしたい

と考え，地方税法第４２３条第３項の規定により，議会の同意を求めるものであります。 

 固定資産評価審査委員会は，３名の委員により構成され，固定資産課税台帳に登録され

た事項に関する不服を審査決定するため設置されております。 

 住田氏は，昭和４４年から主に中国地方の税務署に勤務し，平成２３年に退職されるま

での間，出雲税務署署長，下関税務署署長の要職を歴任されるなど，税務に関し深い識見

を持っておられ，固定資産評価審査委員会委員として適任であると考えるものでありま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（道法知江君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 
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 質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって質疑を終結いたします。 

 本件は，会議規則第３７条第３項の規定により，委員会付託を省略いたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，本案は委員会付託を省略すること

に決しました。 

 これより討論に入ります。 

 ただいまのところ通告はありません。 

 討論はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより起立により採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

議長（道法知江君） 全員起立であります。よって，本案は原案のとおり同意することに

決しました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第５～日程第１１ 

議長（道法知江君） 日程第５，議案第４２号呉市と竹原市との連携中枢都市圏形成に係

る連携協約の締結に関する協議についてから日程第１１，議案第５０号平成２９年度竹原

市介護保険特別会計補正予算（第１号）までの７件を一括議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 企画振興部長。 

企画振興部長（桶本哲也君） ただいま議題となりました議案のうち，議案第４２号呉市

と竹原市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議についてにつきまし

て御説明申し上げます。 

 議案書の５ページ，議案説明書の３ページをお開きください。 

 本案は，呉市と竹原市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関し，呉市と協
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議することについて議会の議決を求めるものであります。 

 この連携協約は，人口減少，少子高齢社会にあっても，活力ある地域経済を維持すると

ともに，住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるよう，圏域の発展を図るこ

とを目的とし，取組の基本方針，内容及び役割分担，呉市長との連絡会議，連携協約の変

更や廃止手続等を規定するものとなっており，本市と呉市，東広島市，江田島市，海田

町，熊野町，坂町及び大崎上島町の４市４町で構成する広島中央地域連携中枢都市圏協議

会の圏域において連携中枢都市圏の形成を図るものであります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

議長（道法知江君） 建設部長。 

建設部長（有本圭司君） ただいま議題となりました議案のうち，議案第４３号及び議案

第４５号の２議案につきまして御説明申し上げます。 

 議案書の１１ページ，議案説明書の４ページをお開きください。 

 議案第４３号市道路線の認定について御説明申し上げます。 

 本案は，道路法第８条第２項の規定により，市道路線を認定することについて議会の議

決を求めるものであります。 

 今回，認定する路線は，国道４３２号の道路改良工事の完成に伴い，旧道となる区間を

市道として引き継ぐものであります。 

 次に，議案書の１７ページ，議案説明書の６ページをお開きください。 

 議案第４５号竹原市営土地改良事業経費賦課金徴収条例の一部を改正する条例案につい

て御説明申し上げます。 

 本案は，土地改良法の一部が改正されたことに伴い，条例中における引用条項の整理を

行うものであります。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（道法知江君） 教育次長。 

教育委員会教育次長（中川隆二君） ただいま議題となりました議案のうち，議案第４４

号竹原市立学校設置条例の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。 

 議案書の１３ページ，議案説明書の５ページをお開きください。 

 本案は，吉名中学校区に小中一貫教育校として義務教育学校を新設することに伴い，こ

れを学校種別として新たに加えるとともに，既存の竹原市立吉名小学校及び中学校の名称

を竹原市立吉名学園とし，その位置を定めるなど必要な規定の整備を行うものでありま

す。平成３０年４月の開校に向けた準備を円滑に進めていくため，これまで保護者，地
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域，学校，行政で構成される設立検討委員会及び設立準備委員会を設置し，新たな学校の

設立に向けて準備を進めてきており，今後も引き続き，設立準備委員会をはじめ保護者や

地域の皆様の声を聞きながら，適切に事業を進めてまいります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

議長（道法知江君） 総務部長。 

総務部長（平田康宏君） ただいま議題となりました議案のうち，議案第４８号から議案

第５０号までの３議案につきまして御説明申し上げます。 

 補正予算書の１ページ，議案説明書の１６ページをお開きください。 

 議案第４８号平成２９年度竹原市一般会計補正予算（第２号）について，その概要を御

説明申し上げます。 

 まず，歳出でありますが，総務費においては，公共施設ゾーン整備に要する経費とし

て，市立竹原書院図書館の仮移転に係る移転業務委託料や施設整備工事費など１，９９０

万９，０００円，住民基本台帳に要する経費として，マイナンバーカード等への旧姓の併

記等を可能とするためのシステム整備委託料３５６万４，０００円を追加計上しておりま

す。 

 民生費においては，障害者福祉事務や生活保護事務などに要する経費として，平成２８

年度に受け入れた当該事務に対する特定財源である国・県支出金の精算により生じた返還

金２，８４７万５，０００円，国民年金一般事務に要する経費として，国民年金業務の効

率化のためのシステム整備委託料１２９万６，０００円，合わせて２，９７７万１，００

０円を追加計上しております。 

 これに対し，歳入でありますが，国庫支出金の精算により生じた追加交付及び歳出に係

る特定財源として，国庫支出金２，７１４万４，０００円を追加計上するとともに，一般

財源として繰入金２，９５３万４，０００円を減額計上し，前年度繰越金５，５６３万

４，０００円を追加計上し，収支の均衡をとっております。 

 以上により，歳入歳出それぞれ５，３２４万４，０００円を追加し，予算総額は歳入歳

出それぞれ１３２億７，４１２万７，０００円となるものであります。 

 次に，補正予算書の２１ページ，議案説明書の１７ページをお開きください。 

 議案第４９号平成２９年度竹原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について，

その概要を御説明申し上げます。 

 まず，歳出でありますが，諸支出金においては，療養給付費等精算に伴う返還金に要す



- 12 - 

る経費として過年度返還金２，２５４万円を追加計上しております。 

 これに対し，歳入でありますが，国民健康保険財政調整基金繰入金４０９万円を減額計

上し，前年度繰越金２，６６３万円を追加計上し，収支の均衡をとっております。 

 以上により，歳入歳出それぞれ２，２５４万円を追加し，予算総額は歳入歳出それぞれ

４０億７，４０９万８，０００円となるものであります。 

 次に，補正予算書の３３ページ，議案説明書の１８ページをお開きください。 

 議案第５０号平成２９年度竹原市介護保険特別会計補正予算（第１号）について，その

概要を御説明申し上げます。 

 まず，歳出でありますが，基金積立金においては，基金管理に要する経費として介護給

付費準備基金積立金１７３万１，０００円を減額計上しております。 

 諸支出金においては，介護給付費交付金等の返還に要する経費として，過年度返還金

４，８９５万円を追加計上しております。 

 これに対し，歳入でありますが，前年度繰越金４，７２１万９，０００円を追加計上

し，収支の均衡をとっております。 

 以上により，歳入歳出それぞれ４，７２１万９，０００円を追加し，予算総額は歳入歳

出それぞれ３３億３，２１２万６，０００円となるものであります。 

 議案第４８号から議案第５０号までの３議案の説明につきましては以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（道法知江君） 説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております７件につきまして，これより一括質疑に入ります。 

 それでは，質疑の通告がありますので，発言を許します。 

 １３番松本進議員の質疑を許します。 

１３番（松本 進君） それでは，議案第４２号と議案第４４号について質問したいとい

うふうに思います。 

 まず，１点目の議案第４２号についてでありますけれども，この議案は呉市と竹原市と

の連携中枢都市圏形成に関わる協議という内容の議案であります。そこで質問というの

は，連携中枢都市圏形成で広島市と今回提案された呉市との違いはどこにあるのかと。ま

た，その目的についても簡潔に伺っておきたいと思います。 

 ２点目は，広島市都市圏形成で竹原市の活性化，ここで具体的に聞きたいのは，竹原市

の雇用創出とか出産医療体制の確立，こういった大きな課題がありますけれども，竹原市
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の活性化に対してどのような進展があるのかということについてお聞きしたいし，また呉

市との連携都市圏形成では，連携協約第３条，別表にありますけれども，この具体化とは

一体何なのかということも説明を求めます。 

 ３点目には，別表第２，高次の都市機能の集積，強化。また，別表３，圏域全体の生活

関連機能サービスの向上とは具体的にどのような施設を集約しますか。それに伴って，竹

原市民のサービスの利便性といいますか，これは具体的にどのようによくなるのかという

ことを端的にお尋ねしておきたいと。 

 それから，議案第４４号についてでありますけれども，竹原市立学校設置条例等の議案

でありまして，具体的には吉名小中学校区の小中一貫教育導入に関わる問題です。ここで

質問というのは，まず第１点目に吉名中学校区の小中一貫教育導入の合意形成に伴う質問

でありますけれども，これまで私も質問しまして，吉名中学校においても検討委員会とか

準備委員会で取り組まれたと，合意形成に取り組んできたということは伺っております。

ここは省略しまして，改めて聞きたいのは，小中学校全ての児童生徒，保護者に対する十

分な説明と，例えば具体的アンケート等による意思確認はされたのかどうか，したのかど

うか簡潔にお答えいただければと思います。 

 それから２点目は，平成２９年度の竹原市教育要覧というのがあります。ここには，竹

原市学校教育ビジョンの学力向上，この具体的な施策にこれまで小中一貫教育導入の説明

でしてこられた根拠の一つ，小中一貫教育のメリットが明記されていないというふうに私

は受け取りました。このことは，学力の向上と小中一貫教育とは別のことと理解してよい

のかどうか，このことについても簡潔にお答えいただければと。 

 それから，関連することは小中一貫教育の導入に特化した学力向上とは一体どういった

教育内容なのか，どういった教育システムなのかという概略も説明できればしてもらいた

いと思います。 

 ３点目に，同教育要覧の充実した教育環境づくりの重点項目には，小中一貫教育の推進

とあります。これは，教育の環境整備が小中一貫教育を導入する最大の狙いと，このよう

に受けとめてよいかどうかを確認しておきたいと。 

 ４点目は，忠海中学校区の小中一貫教育導入後の忠海小学校や忠海中学校では小中一貫

教育のメリット，このように説明されてきた確かな学力，いわゆる学力の向上といいます

か，この確かな学力に授業評価シートの活用による授業研究または家庭学習の定着が明記

されています。すなわち，確かな学力にはこの２つの柱があるのだというふうに受けとめ
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てよいか確認だけはしておきたい。 

 ５点目には，子どもの安全，健康，快適で豊かな施設環境について，学校の施設設備基

準は全てクリアされているのかどうか，課題はどこだったのかということもあわせて確認

をしておきたいと思いますので，答弁をよろしくお願いします。 

議長（道法知江君） 企画振興部長。 

企画振興部長（桶本哲也君） 松本議員から質疑のございました議案第４２号呉市と竹原

市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議についてにつきまして，議

案一括審議の趣旨を踏まえ，御回答を申し上げます。 

 まず，１点目でございますが，連携中枢都市圏制度は，人口減少，少子高齢化社会にあ

っても，地域において相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町と連携

し，一定の圏域人口を有し，活力ある社会経済を維持するための圏域を形成することを目

的としております。広島市と呉市，両者の違いということでございますが，広島市を中心

とする広島広域都市圏は，広島県と山口県にまたがる広い圏域で形成されています。一

方，呉市を中心とする広島中央地域連携中枢都市圏は，４市４町の非常にコンパクトな圏

域であり，広島広域都市圏を補完する形で課題の解決や地域資源の活用に連携して取り組

むということとしております。 

 次に，広島広域都市圏は，このたび提案しております呉市を中心とした連携中枢都市圏

とは違う地域でございますが，この圏域で現在行っております連携事業は，病後児保育事

業の広域利用や放課後児童クラブ職員の合同研修会の実施など，市民の利便性の向上や広

い圏域のスケールメリットを生かした圏域全体の取組となっていることから，雇用創出や

出産医療体制の確立など，竹原市固有の課題を解決することを目的とした取組ではありま

せん。また，呉市と竹原市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の別表の具体化につき

ましては，１２月の連携ビジョン策定に向けて連携市町と協議を進めております。現在検

討中の事業案につきましては，平成２９年８月２２日付けで情報提供をさせていただいて

おります連携中枢都市圏制度の活用による呉市等の連携についての中に記載している連携

施策案のとおりでございます。 

 ３つ目の質問でございます。別表２，高次の都市機能の集積強化。別表３，圏域全体の

生活関連機能のサービス向上につきましては，施設を集約化するというものではありませ

ん。どうか制度の趣旨と目的を御理解いただきますようお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 
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議長（道法知江君） 教育次長。 

教育委員会教育次長（中川隆二君） それでは，私の方からは議案第４４号に関わる質疑

についてお答えをさせていただきます。 

 この回答につきましては，本案の提案趣旨，それからこれまでの取組概要ということで

お答えをさせていただきますけども，まず本案の提案趣旨としまして，小中一貫教育校は

義務教育９年間を一まとまりの期間と捉え，児童生徒の発達段階に応じた一貫性のある学

習指導や生活指導を行うことを目的として，吉名中学校区に，これまでの竹原市立吉名小

学校及び中学校を新たな学校種別である義務教育学校竹原市立吉名学園として新設するた

めの必要な規定を整備するものでございます。取組の概要としましては，新たな小中一貫

教育校の設立に向けて，その準備を円滑に進めていくために，これまで保護者，地域，学

校，行政で構成される吉名中学校区小中一貫教育校設立検討委員会及び吉名中学校区小中

一貫教育校設立準備委員会を設立しまして，その中で教育内容，施設整備内容等一つ一つ

説明をさせていただき，了承をいただくとともに，新校舎につきましても，国の定める学

校設置基準に沿って施設整備を行っているところでございます。平成３０年４月の開校に

向けて引き続き適切に事業を進めてまいりますので，御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

議長（道法知江君） １３番松本進議員。 

１３番（松本 進君） それでは，第４２号議案から再質問したいと思いますけれども，

確かに広島県では広域連携中枢都市圏というのは広島市を中心にするということと，福山

を中心にする東部と，今回提案されている呉市を中心とする３つの圏域という形成が取り

組まれております。そこで，広島市との連携の成果といいますか，一定の病後児保育等々

の説明がありました。 

 簡潔でいいですから，呉市と圏域を結ぶ主な目的，理由というのですか，そこを説明願

いますか。先ほど，広島市とのは病後児保育等の云々ということを言われました。今度は

呉市と結んだらどういったことを具体的に進めるのか，それが市民サービスにどういう貢

献をするのかという柱だけでもいいですから説明をしていただければ。それが違いだと思

うのです。 

 それから，関連しますけれども，こういった都市圏の形成は，私が２番目に質問したよ

うな竹原市の雇用創出とか出産医療体制，市長は大変厳しい状況もあるということを私も

よく承知しているわけですけれども，こういった厳しい状況もある中で，一つの可能性と
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していろんな圏域との連携ができて，例えばの話ですが，医療体制の充実などで呉市とか

広島市とのお医者さんの派遣とか連携とか，そういったことにつながる，役立つ圏域の協

定になる，そういうことになるのかなという期待をしてたのですが，それとは全く違うよ

うなことですから，果たしてどこに目的や意味があるのかなということが不思議なので

す。 

 そこで，再質問というのは，２点目の質問というのは，あえて指摘させてもらうと地方

自治法の第１条の２に，これは繰り返し説明になるかもわかりませんが，地方公共団体は

住民の福祉の増進を図ることを基本とすると。これは１番第１の柱です。同２項には，こ

の目的をやるために，国は前項の規定の趣旨を達成するために，住民の福祉です，地方自

治体は住民の福祉を達成するために国の役割が明記されています，第２項のところです。

そして，同じく第２項では国の役割を明記すると同時に，次の一番大切なところは，住民

に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本とすると。身近な住民サービ

スは地方自治体で取り組みなさいよと，解決しなさいよと，地方公共団体の間で適切に役

割を分担するとともに，地方公共団体に関する制度の制定及び施策の実施に当たっては，

地方公共団体の自主性及び自立性が十分発揮されるようにしなければならないという義務

規定です。これは地方自治法第１条の２項。１項，２項大切なところです。 

 ですから，これから見て，住民福祉サービスに身近なところは自治体が責任持って取り

組みなさいよという観点からすると，竹原市の，さっき言った雇用の創出，地域のにぎわ

いとか，医療体制の充実とかという具体的な竹原市の課題を申し上げました。これとは全

く関係ないというふうに受けとめていいのか。そうすると，こういった地方自治の住民に

身近なサービスは地方で，住民自治で最大限取り組みなさいよという義務規定から，私は

おろそかになるのではないかなという思いがするものですから，そことの関係を地方自治

法の第１条の２項に関わると，この連携協約の関わりを端的に説明願えればというふうに

思います。 

 それから，議案第４４号のことについてでありますけれども，あえて私は教育行政に関

わって，これまで小学校，中学校それぞれ義務教育課程でやってこられた，これまでもい

ろいろ小中の連携，先生方の交流もやられてこられたということで，小中一貫教育にす

る，これまで説明されてきたメリット，デメリットもあるのですけれども，メリットなら

メリットをきちっと全ての保護者，関係者に伝えていかないと極めて不十分ではないかな

と。あえて，前にも言いましたけれども，教育の２学期制がありました。これも学力向上
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ということで目的でやりましたけれども，すぐにこれは廃止されたのです。だから，２学

期制の時のように今度は間違ったからもとへ戻すということとは違う意味で，一旦施設ま

で，整備まで大きく変えるわけですから，私は大変だなということで，保護者，教育関係

者との合意がなぜしないのか。検討委員会，準備委員会でそこは十分徹底されているとい

うことなのかどうかを改めて確認しておきたいと。 

 それから，小中一貫教育のメリットのこともあえて聞きました。なぜそういうことを聞

くかというと，ここの学校教育要覧にはそのメリットが書いてないのです。学力向上に関

わるメリットは書いていないのです。どこに書いてあるかというと，環境整備です。教育

環境の整備です。ですから，今まで説明してたのは，中１ギャップの解消とか学力向上，

この２つの点が大きな柱として小中一貫教育はすばらしいよということは繰り返し説明さ

れてきました。しかし，この教育委員会がつくった教育要覧には，学力向上のメリットが

一つも書かれてないのです。このことは間違いないですかということの確認なのです。 

 それと，小中一貫教育の特化したメリット，これは何ですか，はっきり言って。そこだ

けを簡潔に説明してください。 

議長（道法知江君） 企画振興部長。 

企画振興部長（桶本哲也君） 私の方から議案第４２号についての再質問についてお答え

をさせていただきます。 

 まず１点目の，呉市と連携協約を締結するという主な理由というようなことでございま

したけども，これまでも，先ほど御説明しました今回の４市４町の圏域，この圏域につき

ましては，観光振興ですとか道路関係の期成同盟会，また広島県の中央地域振興対策協議

会など，こういった事業におきまして，この圏域の市町と連携して取り組んできていると

ころでございます。このコンパクトで関係の深い圏域の特性を生かしまして，今回の連携

中枢都市圏の制度における国の財政措置等を用いながら，産業ですとか観光の振興，ある

いは施設の相互利用，また研修の共同開催などの事業を実施することで，本市の行政機能

を補完して，行政サービスの質，量を高めることができるというようなことから，この圏

域で連携協約を結んでいくことがいいのではないかというふうに考えているところでござ

います。 

 また，２点目の御質問でございます。 

 地方自治法の第１条の２の第２項につきましては，先ほど議員の方から御紹介がござい

ましたように，国と地方公共団体の間の役割分担のあり方について，国において遵守しな
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ければならないということが規定されていると。また，第１条の３の２項については，普

通地方公共団体の種類について規定がなされているというところで認識をしております。

今回の連携中枢都市圏制度のことにつきましては，地方自治法の第２５２条の２第１項の

規定に基づく連携協約というものでございます。したがいまして，制度設計時点において

国や法制審議会において議論され，地方自治の役割分担，自主性，自立性については担保

はなされているというふうに認識をしているところでございます。それで，先ほど議員か

らの御質問の中にございましたように，住民福祉の増進ということにつきましては，この

連携する市町の連携事業の中で，それぞれの市町については課題はあるというふうには思

っておりますが，そうした課題解決に資するものもあれば，またそういった住民福祉の増

進につながるものも連携することによって生じてくるというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） 教育次長。 

教育委員会教育次長（中川隆二君） 議案第４４号に関する御質問でございますが，小中

一貫校につきましては，義務教育９年間を一つの期間と捉えまして，目標の一貫性，内容

の系統性，それから指導の継続性を踏まえまして，児童生徒の発達段階に応じた一貫性の

ある学習指導，また生活指導を行うことを目的に取組を進めているところでございまし

て，今回の吉名の中学校区の小中一貫教育に関わりましては，先ほども御答弁申し上げま

したように，検討委員会並びに準備委員会を設置をしまして，その中で教育内容，施設整

備内容等一つ一つ説明をして了承を得る中で取組を進めておりますので，御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

議長（道法知江君） 松本議員に申し上げます。 

 竹原市議会の会議規則５５条によれば，発言は全て簡明にするものとし，議題外にわた

り，またはその範囲を超えてはならないとされております。許可された発言の目的，つま

り質疑であれば質疑の範囲そのものを超えてはいけないということであります。吉名中学

校区の小中一貫教育導入については，過去の説明のとおり，既に地元の合意を得て予算上

程の上，議会の議決を得て事業執行されており，現在工事も順調に進捗する中，来年４月

の開校を目指しているものであり，そういった状況の中，今回の議案については新たな名

称及び住所の改正の手続についてになります。松本進議員の質疑については，議題に対す

る質疑の範囲を超えるものであると判断し，今後は一般質問において本市の小中一貫教育
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制度の是非について指摘，あるいは持論を展開されるようお願いしたいと思います。３回

目の質疑となります。 

１３番（松本 進君） 議案第４４号については，私が質問した中心というのは細かいこ

とではなくて，一括的な，今度は小中それぞれの分が一体的に吉名学園というふうに一体

的にやられる，それは小中一貫校教育という中心的な問題です。ですから，そういったこ

とが中心的な問題で，住民合意ということが私は不可欠だということで繰り返しここであ

えて質問しました。別の機会にしたいと思います。 

 それから，第４２号の議案についてでありますけれども，私は地方自治法の住民福祉の

向上と，そこでの地方自治体の役割というのがきちっと明記されている。確かに，連携協

定のこともあるということの説明はありましたけれども，第一義的には住民の福祉の向上

等々が地方自治体の大きな役割で，そこでの自主性，自立性が義務規定として書かれてい

るわけです。ですから，確かに人口が減って効率化，効率化ということが言われているの

は事実ですけれども，そういった中でも，あえてここで雇用の創出とか出産医療体制，こ

れは厳しい状況があるのですけれども，あえて私は竹原市が今後生き残る一つの活力ある

まちづくりの中心的な課題だと，そういうふうには受けとめています。ですから，この連

携協定によってそういったことが一歩でも役立つ方向ならいいのだけれども，逆に地方自

治法の取組，さっき言った住民福祉の向上を基本とする仕事が形骸化しかねないというこ

とは，大変私が危惧するものでありまして，以上の指摘をしてこの場での質疑は終わりた

いというふうに思います。 

議長（道法知江君） 以上で通告による質疑は終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） これをもって一括質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第４２号呉市と竹原市との連携中枢都市圏形成に係

る連携協約の締結に関する協議についてから議案第５０号平成２９年度竹原市介護保険特

別会計補正予算（第１号）までの７件につきましては，お手元に配付しております議案付

託表のとおり，それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１２・日程第１３ 

議長（道法知江君） 日程第１２，議案第４６号平成２８年度竹原市歳入歳出決算認定に
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ついて及び日程第１３，議案第４７号平成２８年度竹原市水道事業決算認定についての２

件を一括議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務部長兼公営企業部長。 

総務部長兼公営企業部長（平田康宏君） ただいま議題となりました議案第４６号及び議

案第４７号の２議案につきまして御説明申し上げます。 

 議案書の１９ページ，議案説明書の７ページをお開きください。 

 議案第４６号平成２８年度の竹原市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算については，

地方自治法第２３３条第２項の規定により監査委員の審査に付したところ，平成２９年８

月２２日付をもちまして審査意見書を提出していただきましたので，同条第３項の規定に

より議会の認定に付するものであります。 

 以下，各会計の決算の概要を御説明いたします。 

 一般会計決算から御説明いたします。 

 歳入決算額は１２５億４，９４８万１，０００円で，予算現額に対する収入割合は９

３．９％，また歳出決算額は１２３億９，９３５万１，０００円で，予算現額に対する執

行率は９２．８％であります。したがいまして，歳入歳出差引額は１億５，０１３万円と

なり，このうち２，９１７万７，０００円を平成２９年度に繰り越すべき財源といたして

おります。 

 まず，歳入決算における科目別の主なものの概要でありますが，市税につきましては，

予算現額３７億５，７７０万１，０００円に対し，決算額は３７億８，３１４万４，００

０円となり，予算現額に対し１００．７％の収入率となっております。また，調定額３９

億９，６４９万８，０００円に対する収納率は９４．７％であり，なお多額の収入未済額

がありますので，今後とも収納率の向上に努めてまいります。 

 地方交付税につきましては，予算現額２７億円に対し，決算額は２７億３，７３７万

６，０００円となっております。普通交付税の決算額につきましては２２億８，５８２万

１，０００円，特別交付税の決算額につきましては４億５，１５５万５，０００円となっ

ております。前年度と比較すると，普通交付税は１，７７３万７，０００円の増，特別交

付税は２，１５３万６，０００円の減となっております。 

 分担金及び負担金につきましては，予算現額１億６，１７３万８，０００円に対し，決

算額は１億６，０７３万２，０００円となっております。また，調定額１億６，４５１万
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２，０００円に対する収納率は９７．７％で，収入未済額は３７７万９，０００円となっ

ております。その主なものは保育所負担金であり，今後とも収納率の向上に努めてまいり

ます。 

 使用料及び手数料につきましては，予算現額１億２，２１７万７，０００円に対し，決

算額は１億１，８６１万６，０００円となっております。また，調定額１億３，２８７万

２，０００円に対する収納率は８９．３％で，収入未済額は１，４２５万５，０００円と

なっております。その主なものは住宅使用料であり，今後とも収納率の向上に努めてまい

ります。 

 国庫支出金につきましては，予算現額１９億２，８８１万８，０００円に対し，決算額

は１６億４，１３１万６，０００円となっておりますが，２億４，６８６万１，０００円

について繰越明許費の特定財源として翌年度へ繰り越しておりますので，予算額と決算額

の差は４，０６４万１，０００円になります。 

 県支出金につきましては，予算現額１１億７，３５６万４，０００円に対し，決算額は

１１億３，９７４万６，０００円となっておりますが，７５万円について繰越明許費の特

定財源として翌年度へ繰り越しております。 

 繰入金につきましては，予算現額９億５，７３４万１，０００円に対し，決算額は７億

８，４１５万円となっております。これは財政調整基金４億７，０００万円を繰り入れた

ことなどによるものであります。 

 市債につきましては，予算現額１２億２，７５３万２，０００円に対し，決算額は８億

７，１２３万２，０００円となっておりますが，１億７，７２０万円について繰越明許費

の特定財源として翌年度へ繰り越しておりますので，予算額と決算額の差は１億７，９１

０万円になります。 

 次に，歳出でありますが，予算現額１３３億６，４１２万４，０００円に対し，決算額

は１２３億９，９３５万１，０００円となっておりますが，予算現額のうち４億５，３９

８万８，０００円を繰越明許費として翌年度へ繰り越しておりますので，これを予算現額

から差し引いた後の執行率は９６．０％になります。 

 この歳出決算の科目別不用額５００万円以上の費目について，その概要を御説明いたし

ます。 

 議会費につきましては，予算現額１億４，８５０万７，０００円に対し，決算額は１億

４，４０３万４，０００円となり，不用額は４４７万３，０００円であります。 
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 総務費につきましては，予算現額１５億６８４万９，０００円に対し，決算額は１４億

６，６４１万１，０００円となり，翌年度へ２１３万８，０００円を繰り越しております

ので，不用額は３，８３０万円であります。これは，電算管理費において委託料８６９万

１，０００円の減が主なものであります。 

 民生費につきましては，予算現額４９億１３４万３，０００円に対し，決算額は４６億

８，８００万１，０００円となり，翌年度へ１億６２５万４，０００円を繰り越しており

ますので，不用額は１億７０８万８，０００円であります。これは，社会福祉総務費にお

いて臨時福祉給付金などの負担金補助及び交付金９２３万２，０００円，障害者福祉費に

おいて障害福祉サービス給付費などの扶助費２，０７６万９，０００円，老人福祉費にお

いて介護保険特別会計への繰出金２，５４８万２，０００円の減が主なものであります。 

 衛生費につきましては，予算現額１０億７，４００万９，０００円に対し，決算額は１

０億３，９１４万１，０００円となり，不用額は３，４８６万８，０００円であります。

これは，塵芥処理費において広島中央環境衛生組合の負担金８９８万１，０００円の減が

主なものであります。 

 労働費につきましては，予算現額５，９４６万５，０００円に対し，決算額は５，８８

７万円となり，不用額は５９万５，０００円であります。 

 農林水産業費につきましては，予算現額５億１９６万４，０００円に対し，決算額は２

億９，５０８万４，０００円となり，翌年度へ１億９，９２６万９，０００円を繰り越し

ておりますので，不用額は７６１万２，０００円であります。 

 商工費につきましては，予算現額６億３，０４４万８，０００円に対し，決算額は６億

１２万円となり，不用額は３，０３２万８，０００円であります。これは，商工業振興費

において中小企業融資制度預託金の貸付金２，５００万円の減が主なものであります。 

 土木費につきましては，予算現額１２億８，４７９万７，０００円に対し，決算額は１

２億１，７９１万６，０００円となり，翌年度へ３，８３０万５，０００円を繰り越して

おりますので，不用額は２，８５７万６，０００円であります。これは，道路新設改良費

において委託料などが５３６万６，０００円減したことが主なものであります。 

 消防費につきましては，予算現額５億５，９００万２，０００円に対し，決算額は５億

４，４１７万８，０００円となり，翌年度へ１３０万１，０００円を繰り越しております

ので，不用額は１，３５２万３，０００円であります。これは常備消防委託料７５０万

４，０００円の減が主なものであります。 
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 教育費につきましては，予算現額１４億１，３１４万円に対し，決算額は１１億２，３

３８万１，０００円となり，翌年度へ６，０１４万円を繰り越しておりますので，不用額

は２億２，９６１万９，０００円であります。これは，小中一貫校整備費において，吉名

中学校区小中一貫校整備に係る工事請負費１億８，３９８万４，０００円，中学校費の学

校管理費において竹原中学校給排水施設整備に係る工事請負費５７４万３，０００円の減

が主なものであります。 

 災害復旧費につきましては，予算現額２億１，８０２万１，０００円に対し，決算額は

１億６，２５３万４，０００円となり，翌年度へ４，６５８万１，０００円を繰り越して

おりますので，不用額は８９０万５，０００円であります。これは，公共土木施設災害復

旧費において工事請負費５２２万９，０００円の減が主なものであります。 

 公債費につきましては，予算現額１０億５，９８７万７，０００円に対し，決算額は１

０億５，９６８万円となり，１９万７，０００円の不用額であります。 

 なお，地方自治法第２３３条の２の規定により，実質収支１億２，０９５万３，０００

円のうち６，５３１万８，０００円を基金へ繰り入れております。 

 次に，国民健康保険特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては，予算現額４０億５，７５２万７，０００円に対し，決算額は３９

億８，２１３万４，０００円となり，７，５３９万３，０００円の減となっております。 

 国民健康保険税の収納状況につきましては，調定額７億９，９９４万３，０００円に対

し，決算額が６億３，５４０万２，０００円となり，収納率は７９．４％で，収入未済額

は１億３，８８８万９，０００円となっております。国民健康保険税が保険給付の主要な

財源になることを踏まえ，今後も保険財政安定化のため，収納率の向上に努めてまいりま

す。 

 歳出につきましては，予算現額４０億５，７５２万７，０００円に対し，決算額は３９

億２，８８７万１，０００円となり，執行率は９６．８％で，不用額は１億２，８６５万

６，０００円であります。これは，一般被保険者及び退職被保険者の療養給付費が見込み

より減となったことに伴う負担金６，８２１万４，０００円，保険財政共同安定化事業拠

出金３，２４１万円の減が主なものであります。 

 以上により，実質収支は５，３２６万３，０００円の黒字決算になります。 

 なお，地方自治法第２３３条の２の規定により，実質収支５，３２６万３，０００円の

うち２，６６３万１，０００円を基金へ繰り入れております。 
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 次に，貸付資金特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては，予算現額１，１８０万円に対し，決算額は１，１７２万１，００

０円となり，７万９，０００円の減となっております。そのうち，貸付金元利収入につき

ましては，調定額４，９３９万３，０００円に対し，決算額が１，１７２万１，０００円

となり，収入未済額は３，７６７万２，０００円となっております。今後とも収納率の向

上に努めてまいります。 

 歳出につきましては，予算現額１，１８０万円に対し，決算額は１，１７２万１，００

０円となり，執行率は９９．３％で，不用額は７万９，０００円であります。 

 以上により，歳入歳出同額の決算となります。 

 次に，港湾事業特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては，予算現額３，９００万円に対し，決算額は４，２９３万９，００

０円となり，３９３万９，０００円の増となっております。 

 歳出につきましては，予算現額３，９００万円に対し，決算額は３，３２５万６，００

０円となり，執行率は８５．３％で，不用額は５７４万４，０００円であります。 

 以上により，実質収支は９６８万３，０００円の黒字決算になります。 

 次に，公共下水道事業特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては，予算現額６億９，６７１万４，０００円に対し，決算額は６億

３，２０２万３，０００円となっておりますが，国庫支出金３，０００万円，市債３，０

００万円について，繰越明許費の特定財源として翌年度へ繰り越しておりますので，予算

額との差は４６９万１，０００円になります。 

 下水道受益者分担金及び負担金の収納状況につきましては，調定額１，２０８万５，０

００円に対し，決算額が１，１４５万２，０００円となり，収納率は９４．８％で，収入

未済額は６３万３，０００円となっております。 

 また，下水道使用料の収納状況につきましては，調定額６，１２６万９，０００円に対

し，決算額が６，０１５万１，０００円となり，収納率は９８．２％で，収入未済額は１

１１万９，０００円となっております。 

 歳出につきましては，予算現額６億９，６７１万４，０００円に対し，決算額は６億

３，２０２万３，０００円となり，翌年度へ６，０００万円を繰り越しておりますので，

執行率は９９．３％で，不用額は４６９万１，０００円であります。 

 以上により，歳入歳出同額の決算となります。 
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 次に，公共用地先行取得事業特別会計について御説明いたします。 

 本会計につきましては，公共用地の先行取得を必要とする事態が生じた場合に対応する

ためのものでありますが，平成２８年度においてはそのような事態が生じなかったため活

用しなかったものであります。 

 次に，介護保険特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては，予算現額３３億２，５１７万３，０００円に対し，決算額は３２

億２，９９１万３，０００円となり，９，５２６万円の減となっております。 

 介護保険料の収納状況につきましては，調定額６億８，２４０万７，０００円に対し，

決算額が６億７，２０９万３，０００円となり，収納率は９８．５％で，収入未済額は７

１４万円となっております。介護保険料は保険給付の財源の一部となるものであり，被保

険者間における公平負担の観点からも収納率の向上に努めてまいります。 

 歳出につきましては，予算現額３３億２，５１７万３，０００円に対し，決算額は３１

億３，５４７万３，０００円となり，執行率は９４．３％で，不用額は１億８，９７０万

円であります。これは，居宅または施設などの介護サービス給付費に係る負担金１億３，

０３１万６，０００円，介護予防サービス給付費に係る負担金９１６万３，０００円，特

定入所者介護サービス費に係る負担金２，５３８万８，０００円，介護予防生活支援サー

ビス事業費に係る負担金１，０１１万円の減が主なものであります。 

 以上により，実質収支は９，４４４万円の黒字決算になります。 

 なお，地方自治法第２３３条の２の規定により，実質収支９，４４４万円のうち４，７

２２万円を基金へ繰り入れております。 

 次に，後期高齢者医療特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては，予算現額４億４，０５５万４，０００円に対し，決算額は４億

４，０６８万９，０００円となり，１３万５，０００円の増となっております。 

 後期高齢者医療保険料の収納状況につきましては，調定額３億１，２６９万９，０００

円に対し，決算額が３億９８２万４，０００円となり，収納率は９９．１％で，収入未済

額は２４６万８，０００円となっております。後期高齢者医療保険料は保険給付の財源の

一部となるものであり，被保険者間における公平負担の観点からも収納率の向上に努めて

まいります。 

 歳出につきましては，予算現額４億４，０５５万４，０００円に対し，決算額は４億

３，９４５万２，０００円となり，執行率は９９．７％で，不用額は１１０万２，０００
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円であります。 

 以上により，実質収支は１２３万７，０００円の黒字決算になります。 

 以上，各会計について決算の概要を御説明申し上げましたが，平成２８年度普通会計の

歳出決算規模は，前年度と比較して０．４％の減少となりました。 

 収支の状況につきましては，実質収支は昨年度に引き続き黒字となったものの，実質単

年度収支は，財政調整基金の取り崩し額を単年度収支から差し引くと赤字となりました。 

 また，地方公共団体の財政の健全化に関する法律で算定及び公表が義務づけられた健全

化判断比率など各種財政指標は，引き続き良好な値を示しておりますが，経常収支比率に

つきましては経常的収入が減少し，経常的支出が増加したことから，前年度と比較して

２．７ポイント増加し，比率は高い水準となっております。 

 このような厳しい財政状況におきましても，監査委員の審査意見に配慮しつつ，計画的

で効率的な財政運営を推進し，引き続き持続可能な財政基盤の確立に向けた取組を進めて

まいります。 

 次に，議案書の２１ページ，議案説明書の１４ページをお開きください。 

 議案第４７号平成２８年度竹原市水道事業決算については，去る７月２８日，監査委員

の審査が終了いたしましたので，ここに監査委員の審査意見書及び各種参考資料を添え

て，地方公営企業法第３０条第４項の規定により議会の認定を求めるものであります。 

 決算の概要でありますが，まず収益的収入及び支出について申し上げますと，消費税計

算に伴う税込み額で，収入総額９億４６８万３，０００円に対し，支出総額７億８，０４

４万８，０００円で，差し引き１億２，４２３万５，０００円の当年度利益を算出いたし

ておりますが，税抜き額で申しますと，収入総額８億４，１３２万８，０００円に対し，

支出総額７億２，６８９万５，０００円で，差し引き１億１，４４３万３，０００円の当

年度純利益を算出いたしております。 

 その内訳といたしましては，まず収益でありますが，水道料金の改定を行ったこと及び

有収水量が，前年度と比較し４２万１，８０２立方メートル減少したことにより，給水収

益が前年度に比較して税抜き額で６２８万２，０００円の増加となっております。 

 次に，支出につきましては，前年度に比較して費用が増加したものは，税抜き額で委託

料１，５９５万４，０００円，減価償却費２６６万８，０００円，職員給与費２４２万

７，０００円などであり，一方，前年度に比較して費用が減少したものは，税抜き額で動

力費４８８万９，０００円，企業債利息４８６万円などとなっており，前年度と比較し，
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８３２万４，０００円の費用増となっております。 

 １立方メートル当たりの給水原価につきましては１３８円６１銭で，前年度と比較して

１２円８１銭の増加となっております。 

 次に，資本的収入及び支出について申し上げますと，税込み額で収入総額２，９２７万

３，０００円に対し，支出総額２億３，７７４万１，０００円で，差し引き２億８４６万

８，０００円の不足と，翌年度繰越工事に充てる工事負担金１，４０２万２，０００円を

合わせた合計２億２，４４９万円の不足を生じておりますが，この補填財源といたしまし

ては，過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１，９９２万３，０００円，当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額９５６万８，０００円，過年度分損益勘定留

保資金１億６１７万円，当年度分損益勘定留保資金８，６８２万９，０００円で補填経理

をいたしました。 

 資本的支出の主な事業内容を申し上げますと，成井浄水場遠方操作システム更新工事，

中通水源地導水管改修及び取水流量計設置工事，市道西谷線配水管布設替工事，市道在屋

西野線配水管布設替工事など，税抜き額で総額１億１，８０８万４，０００円の工事を施

工し，市内全般にわたり円滑な給水体制の確保に努めてまいりました。 

 そのほか，委託料１１７万６，０００円，量水器新設費２９３万８，０００円，企業債

償還金１億４４７万５，０００円，固定資産購入費１５０万１，０００円をそれぞれ支出

経理いたしました。 

 次に，資本的収入の主なものにつきましては，消火栓設置費負担金３００万円，竹原工

業・流通団地送水設備工事費負担金１，２２５万２，０００円，県発注の賀茂川河川改修

事業に伴う導水管移設工事負担金１，４０２万２，０００円をそれぞれ収入経理しており

ます。 

 以上，収益的収支及び資本的収支の概要を御説明いたしました。 

 次に，財政状態につきましては，貸借対照表の内容を申し上げますと，負債合計１３億

３，４８０万４，０００円，資本合計３４億９，７５１万３，０００円，合わせて負債資

本合計４８億３，２３１万７，０００円となっております。 

 次に，監査委員から御指摘，要望のありました事項につきましては，これに配慮しつ

つ，公営企業の基本原則であります経済性を常に発揮するよう取組を進めてまいります。 

 議案第４６号及び議案第４７号の２議案の説明につきましては以上でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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議長（道法知江君） 説明が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第４６号平成２８年度竹原市歳入歳出決算認定につ

いて及び議案第４７号平成２８年度竹原市水道事業決算認定についての２件につきまして

は，議案の質疑を省略し，申し合わせにより，１２名の委員をもって構成する決算特別委

員会を設置し，これに付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，議案第４６号平成２８年度竹原市

歳入歳出決算認定について及び議案第４７号平成２８年度竹原市水道事業決算認定につい

ての２件は，１２名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し，これに付託するこ

とに決しました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については，竹原市議会委員会条

例第８条第１項の規定により，議長において，１番今田佳男議員，２番竹橋和彦議員，３

番山元経穂議員，４番高重洋介議員，５番堀越賢二議員，６番川本円議員，７番井上美津

子議員，８番大川弘雄議員，１１番北元豊議員，１２番宇野武則議員，１３番松本進議

員，１４番脇本茂紀議員，以上１２名を指名いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（道法知江君） 御異議なしと認めます。よって，ただいま指名いたしました１２名

を決算特別委員会委員に選任することに決しました。委員の皆様は，よろしくお願いいた

します。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 会期予定表のとおり，９月６日から８日までは１０時から委員会の審査をお願いし，９

月１１日は本会議を開き，一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

              午前１１時２４分 散会 

 

 


